
ウ 被告大学経営学部 においては,学部長の諮 問に基づいてカ リキュラム

編成,各年度の授業担当,科 目担当の人事案件 を審議 ,検討するため 8

人で構成され るカ リキュラム検討委員会が設 け られている (乙 26,原

告本人,被告池島本人,被告井形本人 )。

2 争点

本件の主な争点は,①被告大学 において,特任教員 の任用 を申請すれば任

用され るという労使慣行があったか (争 点 1),②争点 1が否定される場合 ,

正式の任用行為がな くて も原告が被告大学の特任教員 に任用 された場合 と同

視 し得るか (争 点 2),③争点 1及 び争点 2が否定 され るとして も,任 用手続

を進めていれば原告が特任教員 に任用 された高度 の蓋然性があ り,損害 (逸

失利益)を被 った といえるか,④被告井形及び被告池島が ,原告の特任教員

任用 申請 を妨害 tン た として:不 法行為責任 を負 うかで ある。

3 争点に関す る当事者の主張

(1)争 点 1(被告大学 において,特任教員の任用 を申請すれば任用されると

いう労使慣行が あったか)に ついて

(原 告の主張 )

ア 原告 は,被告大学 において特任教員 として の任用 を希望 していた とこ

ろ,特任教員の任用基準も満た していた。

И  現行規定は単著であることを要求 してお らず ,ま た,著書の執筆分

量にも言及 していない。「VEハ ン ドブ ック」は,バ リューエンジエア

リングの分野にお いて 日本 を代表する有力な学者等が執筆陣に名を連

ねた有力な著書で あ り,執筆陣が多数であるため一人当た りの執筆分

量は多 くないものの,こ のよ うな著書を残す ことは研究実績 としては

十分である。

任用規定 は ,「 専門分野 Jに お ける研究論文あるいは著書の公表 を要

求 しているのであ り,「 採用科 目分野」 とは定めて いない。「サステナ



ビリティの政策 と経営」にお ける原告の執筆 l■l所 は 「第 3章  低炭素

循環型社会 をめざす企業の環境経営」で あり,「環境経営 と環境バ リュ

ーエ ンジエア リング」,「 日本企業の環境経営」,「 スウェーデ ン企業の

環境経営」 といった経営に関す るものであ り,ま さに 「専門分野」で

ある経営学 に関す る著書であるか ら)任用規定 における 「著書」に該

当す ることは明 らかである。

に)原 告 は,平成 24年 度で いえば, 2部科 目として 「情報バ リューエ

ンジエア リングJ,「 経営情報論」,「 情報ネ ッ トワーク論 I」 ,「 情報ネ

ッ トワー ク論 Ⅱ」 を担当 していた。また,原告は,平成 24年度につ

いては,担 当コマ数は 1部 と 2部 を合わせて年 6.5コ マで あるか ら,

他の教員 に比べて担 当科 目が特段少ないことはない。

(勁 原告 は,専門外 の国際経営論演習 Ⅱ及び卒業研究の追加担当を断っ

た ことはあるが,非難 され るべ きは,その ことに対す る腹いせに原告

が担 当す るはずの科 目について一方的にその担当か ら原告 を外す こと

とした被告大学側の態度である。

イ 原告が知 る限 り, これまで に理事会が特任教員候補者の任用 を承認 し

なか ったのは全学部 を通 して平成 17年 度における人間科学部の里上譲

衛教授 (以 下 「里上教授」 とい う。)の 1例 のみであつた。

特任教員の任用 に関 し,特任教員推薦委員会,教授会及び理事会の意

思決定はいずれも形式的であり,労使双方が明示的に当該慣行によるこ

とを排除,排斥しておらず,当 該慣行が労使双方の規範意識に支えられ

ていることが認められる。

定年に達した教授を特任教員として任用する制度は,実質的には定年

延長制度と同視できるものであり,被告大学がこれを認めないとするな

らば,それは解雇の意思表示に該当するが,原告には解雇事由は全く存

在せず,原告を特任教員として任用しない被告大学の意思表示は解雇権



濫用に該当 し,無効である。

ウ 被告大学が ,地位保全仮処分申立事件において提出 した書面 において ,

特任教員推薦委員会の審査が形式的で あることは被告大学 も認めている

のであり, このような実態は現在 も変わ って いない。

被告大学 において も,平成 17年 までの 15年間で特任教員任用を希

望 した者で ,理事会で任用 を拒否された例が全 くない ことを認めてお り,

平成 17年度 に里上教授が特任教員推薦委員会の推薦 ,教授会の任用決

定 を受けてお きなが ら理事会で任用 を拒否す る決定がなされた ことがあ

ったが , この ときの任用拒否は選挙管理委員長当時の行動 に問題があつ

たという名 目での任用拒否であり,教学面で の理 由ではなかったか ら極

めて例外的な出来事であった。

工 平成 17年 度 までの被告大学における特任教員任用状況は,特任教員

任用申請 を した者が 25名 であったのに対 し, 23名 が申請 どお りに特

任教員 に任用 されている。任用されなか った 2名 の うち l名 は里上教授

である。里上教授は,特任教員推薦委員会で推薦決定 を受 けた後 ,同 日

開催の教授会で特任教員 として任用す るとの決定がなされていたが,新

年度が開始す る直前の平成 17年 3月 22日 にな って,突然 ,当 時の理

事長か ら平成 17年度の特任教員 に任用 しな いとの通告 を受けた。この

事案は極 めて被告大学の行為が不 当で あることが明 らかな事案であり,

労使慣行存否 の半1断 にとっては何 ら参考 とな らない。

そ して ,平成 18年度か ら平成 25年度 までの被告大学 における特任

教員任用状況 は,特任教員任用申請を した者が 16名 であったのに対 し,

任用されなか ったのは原告のみであり,他 の 15名 は全員が特任教員 に

任用されて いた。

オ 平成 24年 11月 16日 の教授会 における発言か らして も,少なくと

も,特任教員任用 に関する 1日 規定が施行 されていた当時は労使慣行が存
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在することは被告大学 にお ける全ての教授たちの共通認識であった。

現行規定 を 1日 規定 と比べてみて も,任用基準はほとんど変更がな く,

任用手続 において も大きな変更点は理事会の関与が明文化 されたにすぎ

ない。

実際の ところ,現行規定施行後 において も,特任教員任用手続の実態

は 1日 規定の当時 と何 ら変わ らず ,特任教員推薦委員会,教授会及び理事

会は形式的審査 をす るのみであった。

経営学部の二宮正司教授 (以 下 「二宮教授」という。)は平成 23年度

よ り特任教員 として任用されたが ,同 教授は平成 12年 12月 8日 に同

僚であつた西 □俊子教授か らセ クハラをした との事実で被告大学の人権

委員会 に告発 された。人権委員会の調査の過程 において,二宮教授が飲

食店女性従業員 の体の二部 を触 る行為がなされた ことが判明 してお り,

同委員会か ら二宮教授 に注意がなされている。二宮教授の特任教員任用

手続において は,上記セクハ ラ等 による特任教員 としての資質が議論さ

れ ることもな いまま形式的審査で もって特任教員任用決定がなされた。

被告大学の理事会は,特任教員の任用 申講者 については ことごとくそ

の任用 を承認 し,二宮教授 のよ うに過去 に素行上の問題を指摘 された教

授です らも形式的審査で軽 々に特任教員任用 を承認 した。

これ らの実情か らして も,特任教員推薦委員会 ,教授会及び理事会が

労使慣行 につ いて,規範意識 を有 していることが裏付けられ る。

(被 告 らの主張 )

アИ  著書 についていえば,「 ハ ン ドブック」の分担執筆 を研究論文や著書

と評価する ことができるか疑間であ り,ま た,その他 も採用科 目分野

そのもので はないので ,基準 を満た して いるかいないかは不明である。

0 ほとん どの教授は,複数 の部又は複数キ ャンパスでの授業 をこな し

ているが,原告 は大隅キ ャンパスで昼間部 のみを担当 しているにすぎ
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